
 

 
 
 
 
 
 
 

令 和 7 年 度 第 3 回 

常 議 員 会 資 料 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                日 時 令和 7 年 6 月 10 日(火) 午後 2 時 

 

                場 所 黒石商工会議所 会頭室 

 
 
 
 
 
 
 
 

黒 石 商 工 会 議 所 
 
 
 



 

令和 7 年度スローガン 
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次 第           
 

 

 

１．開 会       

 

 

２．会 頭 挨 拶       

 

 

３．議 案 審 議      

           議案第 1号 議員選挙及び選任日程(案)について 

      議案第 2号  部会に対する２号議員の割り当て数(案)について 

      議案第 3号  議員選挙及び選任に伴う特別会計収支予算(案)について 

      議案第 4号  臨時議員総会の開催日時について 

議案第 5号 黒石商工会議所職員給与規則の一部改正(案)について 

            議案第 6号 新入会員の承認について     

 

 

４．報 告 事 項      

      ①各部会・委員会、青年部・女性会活動について 

 

   ５．閉 会 

 
 
 
 
 
 

 



議案第１号　議員選挙及び選任日程（案）について

月　　　　日 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容
選挙及び
選任規約

　9月 1日（月） 選挙人名簿調整現在期日 第　９条

　9月 1日（月）
選挙人名簿縦覧公示
【縦覧開始期日の１０日前】

第１１条

　9月 11日（木）
～17日（水）

選挙人名簿縦覧
【１０日以内　午前９時～午後４時まで】但し、土曜日・日曜日・祝祭日
は除く

第１１条

　9月 11日（木）
～17日（水）

選挙人名簿に対する異議申立て
【名簿縦覧期間内　午前９時～午後４時まで】但し、土曜日・日曜日・
祝祭日は除く

第１２条

　9月22日（月）
異議の決定
【受理の日から５日以内】

第１２条

　9月24日（水）
選挙人名簿の確定
【名簿縦覧期間満了後５日を経て】

第１３条

　9月24日（水）
部会名簿の確定
【名簿縦覧期間満了後５日を経て】

第１３条

 9月29日（月）
１号議員（３６名）の選挙公示
【選挙期日の２０日前まで】

第　６条

　9月29日（月）
～10月14日（火）

１号議員立候補届出受理期間
【公示の日から選挙期日の１０日前まで　午前９時～午後４時まで】

第３２条

　9月29日（月）
～10月14日（火）

２号議員（７部会・１８名）の選任
【１号議員選挙期日の１０日前まで】

第４０条

　10月14日（火）
１号議員立候補届出最終日
【１号議員選挙期日の１０日前午後４時まで】

第３２条

　10月22日（水）
１号議員立候補辞退届出最終日
【選挙期日の２日前午後４時まで】

第３２条

　10月24日（金）
１号議員選挙投票日
【午前９時～午後５時まで】

第１６条
第１７条

　10月24日（金）
１号議員選挙開票
【午後５時開始】

第２６条
第２７条

　10月27日（月）
３号議員（６名）の選任
【１号議員の選挙期日から１０日以内】

第４７条
第４８条

11月 1日（土） 臨時議員総会（組織会）
定款

第３２条
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議案第２号　部会に対する２号議員の割り当て数（案）について

部会別の会員数 部会別の選挙権数

①会員数に係る
２号議員割り当て数

②選挙権数に係る
２号議員割り当て数

84 362

1.73 1.77

80 281

1.64 1.38

107 516

2.20 2.52

266 1,111

5.46 5.44

178 552

3.66 2.70

72 444

1.48 2.17

89 413

1.83 2.02

876 3,679

18.00人 18.00人

合　　　　　　　　計 18．00人 18人

理財・情報産業部会 1.83人 2人

厚生・福祉部会 1.92人 2人

建設部会 5.45人 5人

観光・交通・サービス部会 3.18人 3人

生活文化商業部会 1.51人 2人

工業部会 2.36人 2人

令和7年6月10日現在

部　　　会　　　名
①と②に係る平均
２号議員割り当て

数

部会別２号議員
割り当て数

食品商業部会 1.75人 2人
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議案第３号　議員選挙及び選任に伴う特別会計収支予算（案）について

自　令和7年 8月  1日

至　令和8年 3月31日

科 目 　 予　算　額

１号議員　15,000×36＝540,000　　

２号議員　20,000×18＝360,000　　　　　

３号議員　25,000× 6＝150,000　　　　　　　　　　　　　　　　

合 計 1,050,000

科 目 　 予　算　額

議 員 総 会 費 450,000

部 会 会 議 費 70,000

印 刷 費 100,000

広 告 費 100,000

消 耗 品 費 100,000

通 信 運 搬 費 170,000

人 件 費 40,000

予 備 費 20,000

合 計 1,050,000

          　　(単　位　：　円 )

　　　　摘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要

選 挙 負 担 金 1,050,000

切手、電話料 他

報酬・手当

  支    出    の   部

10,000×7＝70,000

組織会食事代 他

選挙日程表,入場券、投票用紙、委任状用紙 他

公示

封筒、諸用紙、事務用品 他

 収    入    の   部          　　 (単　位　：　円 )

　　　　摘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要
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議案第４号  臨時議員総会の開催日時について 

 

臨時議員総会： 月  日（ ）  時  分から  

 

   場    所： 

 

 

 

議案第５号  黒石商工会議所職員給与規則の一部改正（案）について 
 

黒石商工会議所職員給与規則 

改 正 後 改 正 前 

（給与の支給） 
第９条 給料の計算期間（以下「給与期間」とい

う。）は、月の１日から末日までとし、１給与 
期間につき給料月額の全額を支給する。ただ 
し、時間外勤務手当については、前月１６日か

ら当月１５日までとする。 
 

  附 則 

本規程の改正事項は令和７年６月１０日から

施行する。 

（給与の支給） 
第９条 給料の計算期間（以下「給与期間」とい

う。）は、月の１日から末日までとし、１給与 
期間につき給料月額の全額を支給する。ただ 
し、時間外勤務手当については、前月２１日か

ら当月２０日までとする。 
 

 

 

 

議案第６号 新入会員の承認について 

 

 

 

 

 

NO 事 業 所 名 代表者名 住  所 業種・業態 

１ クミーズクッキー 野呂久美子 黒石市横町 6 焼菓子小売業 

２ ヴィオール 工藤 貴子 黒石市中川篠村 94-8 化粧品販売業 

３ Vision 三上 和真 黒石市岩木町 101 鳶工事業 

４ キッチンエル 澁谷  学 黒石市市ノ町 2-1 飲食業 

５ 
リンクコーポレーション 
株式会社 

村上 和枝 黒石市柵ノ木四丁目 158-15 飲食業 
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